
清
掃
課
1
57
◆

4
1
0
0

資
源
物
な
ど
の
出
し
方

7
月
か
ら
、
全
市
で
資
源
物
な

ど
の
出
し
方
を
当
日
の
朝
6
時
か

ら
8
時
の
間
に
限
っ
て
出
す
よ
う

に
な
り
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も

そ
の
時
間
帯
で
は
出
し
に
く
い
と

い
う
方
は
、
次
の
方
法
で
直
接
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
持
ち
込
ん
で

く
だ
さ
い
。
受
付
時
間
は
、
い
ず

れ
も
午
前
9
時
か
ら
正
午
お
よ
び

午
後
1
時
か
ら
4
時
30
分
の
間
で

す
。

と　
き　
毎
週
月
〜
金
曜
日（
祝

日
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
）

※
10
月
4
日
㈰
以
後
の
毎
日
曜
日

（
年
末
年
始
を
除
く
）

受
付
品
目　
古
紙
、
古
着
、
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
な
ど
各
地
域
で
月
2

回
収
集
し
て
い
る
品
目
の
全
て

※
事
業
系
の
資
源
物
な
ど
は
受
け

付
け
ま
せ
ん
。

水
道
課
1
66
◆

1
1
3
0

貯
水
槽
水
道
を
設
置
し

て
い
る
皆
様
へ

貯
水
槽
水
道
の
水
質
な
ど
の
衛

生
管
理
は
、
水
道
法
で
貯
水
槽
の

設
置
者
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
定
期
的
な
掃
除
や
水
質
の

検
査
な
ど
の
衛
生
管
理
を
お
願
い

し
ま
す
。

①
貯
水
槽
の
掃
除
を
1
年
以
内
ご

と
に
1
回
定
期
に
行
う
。

②
水
が
汚
染
さ
れ
る
の
を
防
止
す

る
措
置
を
講
じ
る
。

③
給
水
栓（
蛇
口
）
に
お
け
る
水

の
色
、
濁
り
、
臭
い
、
味
、
そ
の

他
水
に
異
常
を
認
め
た
と
き
は

必
要
な
検
査
を
行
う
。

④
水
槽
か
ら
供
給
す
る
水
が
人
の

健
康
を
害
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ

と
を
知
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に

給
水
を
停
止
し
、
関
係
者
に
周

知
す
る
。

⑤
1
年
ご
と
に
1
回
、
定
期
的
に
、

設
置
者
が
給
水
栓
に
お
け
る
水

の
色
、
濁
り
、
臭
い
、
味
に
関

す
る
検
査
お
よ
び
残
留
塩
素
の

有
無
に
関
す
る
水
質
の
検
査
を

行
う
。

都
市
計
画
課
1
66
◆

1
1
4
2

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧

閲
覧
の
内
容　
西
浦
町
東
稲
生
地

内
に
お
け
る
市
街
化
区
域
お
よ

び
市
街
化
調
整
区
域
の
変
更
案

閲
覧
期
間　
8
月
3
日
㈪
〜
14
日

㈮（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
午

前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

と
こ
ろ　
都
市
計
画
課（
市
役
所

新
館
3
階
）

日本脳炎予防接種は、国の通知により、
平成17年5月から接種の積極的勧奨を差
し控えていますが、ワクチンの副反応など
についてご理解の上で接種を希望される
方には実施します。
接種を希望し、下表の対象者に該当さ

れる方は、保健センターへご連絡ください。
なお、全国的なワクチン不足のため、
接種をお待ちいただくことがありますの
で、ご了承ください。

接種回数 対象者

1期初回1回目
1期初回2回目

平成9年12月1日以降の生まれ
で3歳以上の未接種の方

1期追加
平成9年12月1日以降の生まれ
で1期初回接種（2回）を1年以上
前に接種された方

2期
平成4年6月1日～平成12年4月
1日生まれで1期追加接種をされ
た方

※ 今年6月に新しいワクチンが発売されました
が、国の通知に基づき、初めて日本脳炎ワクチ
ンを接種する方は新しいワクチンを、今までに
従来のワクチンを接種したことがある方は従来
のワクチンを接種していただきますので、ご了
承ください。

保健センター ☎67◆1151

希望者に
日本脳炎予防接種を
実施します

4月から一部の予防接種が豊橋市・豊川市・田原市・
小坂井町でも受けられるようになりましたが、BCG予防
接種については、8月から次のように変更になります。

接種できる
予防接種名

接種できる市町名
現　行 8月から

BCG
（生後6カ月未満）

豊川市、田原市、
小坂井町 豊川市、小坂井町

【持ち物】
① 母子健康手帳
② 蒲郡市の予防接種予診票
③ 住所を証明するもの（子ども医療受給者証など）
※父母以外の人が同伴する場合は委任状が必要となりま
す。予防接種予診票にある委任状をご利用ください。
　忘れた場合は接種を受けられません。
【問合先】
　接種の日程および会場などは接種を希望する各市町に
お問い合わせください。
豊橋市（健康課） ☎0532◆51◆2380
豊川市（保健センター） ☎89◆0610
田原市（健康推進課） ☎0531◆23◆3515
小坂井町（保健センター） ☎72◆2410

保健センター ☎67◆1151

他市町で受けられる
予防接種の変更

2009.8
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